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令和５年度
三重県医療勤務環境改善支援センター

実務者セミナー

令和６年４月からの医師の働き方改革に向けて

令和５年６月28日
午後2時45分から午後3時30分
三重県医師会館

医療労務管理アドバイザー
社会保険労務士
前 真紀

～まだ間に合う！医療機関において取り組んでいただきたいこと～
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Ⅰ．2024年度から始まるルールについて（概要）

本日お話しさせていただくこと

Ⅱ．勤務間インターバル・代償休息について

Ⅳ．特別償却制度について

Ⅲ.面接指導・医療監視について

2



2

本日の資料

医師の働き方改革

2024年4月までの手続ガイド

いきサポ
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医師の働き方改革の議論の推移
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医師の時間外労働上限規制について

一般則の上限規制
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Ⅱ．勤務間インターバル・
代償休息について
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勤務間インターバル

①始業から 24 時間以内に９時間の連続した休息
時間（15 時間の連続勤務時間制限）

※通常の日勤の場合

※24 時間以内に９時間以上の宿日直中許可のあ
る宿日直に従事する場合、①が確保されていると
みなされる

②始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休
息時間（28 時間の連続勤務時間制限）

※宿日直許可のない宿日直に従事する場合

（注）C-1水準の臨床研修医については、入職まも
ない時期でもあることから、連続勤務時間制限等
を手厚くする等の別途規定あり。
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代償休息のルール
代償休息の基本的ルールは「予定された９時間又
は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない
理由により発生した労働に従事した場合は、当該
労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に
付与する。」となっており、代償休息は、予定された
勤務間インターバルの時間以外の休息時間で付
与することができます。

Q：複数医療機関に勤務する医師について、どの
医療機関が勤務間インターバルや代償休息付与
の責任を負うのでしょうか。

Q：特例水準の医師が、派遣先医療機関の許可あ
る宿日直中に労働した場合、代償休息は配慮義
務だが、配慮義務を負うのは派遣元医療機関で
しょうか。派遣先医療機関でしょうか。
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Ⅲ．面接指導について
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面接指導について

出典「 ⾧時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」より
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Ⅳ．特別償却制度について
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三重県医療勤務環境改善支援センター
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ご清聴ありがとうございました。

ご不明な点等ございましたら、三重県医療勤務環境改善支援センターに
お問い合わせください。
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